
 

Global Business Law Seminar 

「ベトナムにおける国有企業改革の新動向と M&A」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【日 時】 2016 年 9 月 8 日（木） 13:30 ～ 18:00 （受付開始 13:00） 

【会 場】 一橋大学千代田キャンパス 6 階 第 2 講義室 

  東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合ｾﾝﾀｰ  http://www.ics.hit-u.ac.jp/jp/direction/index.html 

【言 語】 日本語・ベトナム語（同時通訳付き） 

【参加費】 無料 

【内 容】 

＊キーノート：「ベトナムにおける国有企業改革：過去、現在、そして未来への展望」 

  グエン・ディン・クーン (CIEM 所長) 

          「JAL の経営破たんと再生」 

  引頭 麻実  （株式会社大和総研 専務理事） 

＊第一部：  ベトナムにおける新たな国有企業体制構築の試み 

          「国際経済統合のなかの国有企業改革」 

  藤田 麻衣  （アジア経済研究所 地域研究センター東南アジア II 研究グループ 主任研究員） 

          「CIEM が起草した新草案の概要」 

  ファム･ドウック・チュン (CIEM 国有企業局 局長) 

＊第二部：  ベトナムにおける M&A  

          「ベトナムにおける M&A 体制」 

  ファン・ドウック・ヒュー （CIEM 副所長） 

          「ベトナムにおける外資 M&A」 

  布井 千博 （一橋大学教授） 

          「ベトナムにおける M&A の高まりと日本の投資家への期待」 

  グエン･ビェット・コイ （ハノイ国家大学 経済経営大学 国際経営経済学部教授） 

【定  員】     ７０名（先着順） 参加票を E-mail でお送りいたしますので、当日お持ちください。 

【申し込み方法】 下記要領にて、E-mail でお申し込み下さい。 

宛先： bl-ics@ics.hit-u.ac.jp 

件名： 「ベトナム・ビジネス法セミナー」 

必要記載事項： 氏名・所属・E-mail アドレス 

【締め切り】    2016 年 8 月 31 日（水） 

【主 催】 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科経営法務専攻／法学研究科グローバル・ロー研究センター 

 

 社会主義経済から市場経済に移行する過程にあるベトナムにおいて、経済の発展と効率化のために国有企業

改革は長年の課題となっていました。しかしながら、国有企業改革の歩みは遅く、産業構造の転換も近隣の中国

や先進 ASEAN 諸国と比べ見劣りしています。 

このような中、2016 年 9 月に国有企業を管理するための新たな組織を設立する法令が国会に提出される見通

しです。この制度改革は、国有企業の管理主体が、中央政府の所轄庁や地方の人民委員会などに分散してお

り、それが国有企業改革の妨げとなっていた状況を改善することを目的としていると思われます。 

本セミナーでは、今回の制度改革の法案作成を担当したベトナム中央経済管理研究所（CIEM）から所長、副

所長並びに立法担当者をお招きし、新制度の背景や内容について講演いただくとともに、日本における経験や研

究などと照らし合わせて国有企業改革の背景や M&A などへの影響を分析します。 



【ご参考】  

【ベトナム】国営企業の監督委員会、政府直属で発足へ 

ベトナムで、国営企業を管理する政府直属の委員会設置に向けて、政令案の作成が進んでい

る。27 日付ＶＮエクスプレスが報じた。 

同委員会は、非効率な経営が目立つ国営企業を監督する目的で、今年初めに第 12 回共産党

大会で設立方針が打ち出された。計画投資省系の中央経済管理研究所（ＣＩＥＭ）が作成中の政

令草案によれば、「国の資金を効率的に管理、監督する上で政府を補佐する委員会」と性格規定

されている。 

昨年末国会での政府報告によれば、国営企業 781 社の総資産は 3,100 兆ドン（1,390 億米ドル、

約 14 兆 7,000 億円）、自己資金は 1,230 兆ドンに上る。委員会が設立されれば、これまでいずれ

かの省、分野の管轄下にあった国営経済グループ・総公社が、同委員会の管轄に移行するだけ

でなく、企業への出資など国の資本運用を手掛けるベトナム国家資本投資経営総公社（ＳＣＩＣ）

も同委員会の管轄下に入るという。 

ＣＩＥＭは、「ＳＣＩＣは、国の出資企業が先進的で専門性のある経営をするよう方針を示すことは

できるが、総公社という低い位置付けのために、他の大手国営企業を動かす力が十分にない」と

して、強大な権限を持つ委員会の必要性を説明している。ＣＩＥＭは、委員会を政府直属とし、省

に相当する機関と位置付けることを提案している。 

2016年7⽉29日（金）掲載記事 出典：「NNA POWER ASIA PLUS」 http://www.nna.jp/ 

※この記事は、アジア経済情報を発信する株式会社 エヌ・エヌ・エーの許可を得て掲載しております。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【トライアルのご案内】 

セミナー参加の皆様に株式会社エヌ・エヌ・エー様のご厚意により 

アジアの経済ビジネス情報をご覧いただける 

「NNA POWER ASIA ベトナム」の２週間無料トライアルを提供していただけることに

なりました。 

＊トライアル ID（ウェブサイト）+The Daily NNA ベトナム版（PDF） 

つきましては、本セミナー参加ご登録者の皆様のご氏名、ご所属、E メールアドレス

をセミナー事務局からエヌ・エヌ・エー様にご提供させていただきますことをご了解く

ださい。 
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